
介護保険１割負担の方はこちら

　（介護予防）認知症対応型通所介護（共用型） グループホームなずな
グループホームなでしこ
グループホームなな草

利用定員・・・・・・・・・・・・・グループホームなずな、グループホームなでしこ　6名

グループホームなな草　3名
営業日・・・・・・・・・・・・・・・月曜日～日曜日の毎日

営業時間・・・・・・・・・・・・・午前9時～午後5時（延長の対応もあります。）
サービス内容・・・・・・

実施区域・・・・・・・・・・・・・・・鶴岡市
○ 利用料金 （単位：円）

3時間以上

4時間未満

4時間以上

5時間未満

5時間以上

6時間未満

6時間以上

7時間未満

7時間以上

8時間未満

8時間以上

9時間未満

要支援1 247 259 412 423 483 499
要支援2 261 273 435 446 512 528
要介護１ 266 278 444 456 522 539
要介護2 276 289 459 471 541 558
要介護３ 285 298 476 488 559 577
要介護4 294 308 492 505 577 596
要介護5 304 318 509 521 597 617

○ ご利用時間の延長・送迎について

○ その他の加算について
①入浴介助加算（Ⅰ）：40円、又は（Ⅱ）：55円

③若年性認知症利用者受入加算：1日60円　　　　④個別機能訓練加算（Ⅰ）：１日27円

⑤介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：1か月の介護サービス費の利用合計金額×10.4％

⑥介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）：1か月の介護サービス費の利用合計金額×3.1％（なでしこ

　  ・なな草）、同加算（Ⅱ）：1か月の介護サービス費の利用合計金額×2.4％（なずな）

⑦介護職員等ベースアップ等支援加算：1ケ月の介護サービス費の利用合計金額×2.3％

⑧豪雪地帯（鶴岡市）：1か月の基本料金の5％

○ その他の費用について

○ ご利用中止等について

③特別な行事等にかかる費用は、自己負担となります。

①　風邪、病気の際は、サービスの提供をお断りすることがあります。
②　当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービス内容の変更又は中止することがあ
　　 ります。
③　ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、かかりつけ
　　 医師に連絡を取るなど必要な措置を講じます。

①延長対応の場合は延長時間により利用料金が加算されます。
  　 9時間以上10時間未満の場合：50円　　　　　　　　　 10時間以上11時間未満の場合：100円

　　11時間以上12時間未満の場合：150円　　　　　　　　12時間以上13時間未満の場合：200円

　　13時間以上14時間未満の場合：250円

②送迎時に実施した居宅内介助等を30分以内で所要時間に含めます。

③送迎を行わない場合は片道につき47円減額します。

①食費は、１食あたり、朝350円、昼650円、夕500円です。

②おむつ代は自己負担となります。

②サービス提供体制強化加算（Ⅰ）：1日22円（なでしこ・なな草）/同加算（Ⅲ）1日6円（なずな）

R4.10.1改正

　認知症がありながら、ご自宅で生活されている方をバックアップするサービスです。

（介護予防）認知症対応型通所介護計画に沿って、送迎・食事の提供・入
浴介助を行います。また、機能訓練・レクリエーション・その他必要な介助等
を行います。



介護保険２割負担の方はこちら

　（介護予防）認知症対応型通所介護（共用型） グループホームなずな
グループホームなでしこ
グループホームなな草

利用定員・・・・・・・・・・・・・グループホームなずな、グループホームなでしこ　6名

グループホームなな草　3名
営業日・・・・・・・・・・・・・・・月曜日～日曜日の毎日

営業時間・・・・・・・・・・・・・午前9時～午後5時（延長の対応もあります。）
サービス内容・・・・・・

実施区域・・・・・・・・・・・・・・・鶴岡市
○ 利用料金 （単位：円）

3時間以上

4時間未満

4時間以上

5時間未満

5時間以上

6時間未満

6時間以上

7時間未満

7時間以上

8時間未満

8時間以上

9時間未満

要支援1 494 518 824 846 966 998
要支援2 522 546 870 892 1,024 1,056
要介護１ 532 556 888 912 1,044 1,078
要介護2 552 578 918 942 1,082 1,116
要介護３ 570 596 952 976 1,118 1,154
要介護4 588 616 984 1,010 1,154 1,192
要介護5 608 636 1,018 1,042 1,194 1,234

○ ご利用時間の延長・送迎について

○ その他の加算について
①入浴介助加算（Ⅰ）：80円、又は（Ⅱ）：110円

③若年性認知症利用者受入加算：1日120円　　　　④個別機能訓練加算：１日54円

⑤介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：1か月の介護サービス費の利用合計金額×10.4％

⑥介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）：1か月の介護サービス費の利用合計金額×3.1％（なでしこ

　  ・なな草）、同加算（Ⅱ）：1か月の介護サービス費の利用合計金額×2.4％（なずな）

⑦介護職員等ベースアップ等支援加算：1ケ月の介護サービス費の利用合計金額×2.3％

⑧豪雪地帯（鶴岡市）：1か月の基本料金の5％

○ その他の費用について

○ ご利用中止等について

③特別な行事等にかかる費用は、自己負担となります。

①　風邪、病気の際は、サービスの提供をお断りすることがあります。
②　当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービス内容の変更又は中止することがあ
　　 ります。
③　ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、かかりつけ
　　 医師に連絡を取るなど必要な措置を講じます。

①延長対応の場合は延長時間により利用料金が加算されます。
  　 9時間以上10時間未満の場合：100円　　　　　　　　 10時間以上11時間未満の場合：200円

　　11時間以上12時間未満の場合：300円　　　　　　　  12時間以上13時間未満の場合：400円

　　13時間以上14時間未満の場合：500円

②送迎時に実施した居宅内介助等を30分以内で所要時間に含めます。

③送迎を行わない場合は片道につき94円減額します。

①食費は、１食あたり、朝350円、昼650円、夕500円です。

②おむつ代は自己負担となります。

②サービス提供体制強化加算（Ⅰ）：1日44円（なでしこ・なな草）/同加算（Ⅲ）1日12円（なずな）

R4.10.1改正

　認知症がありながら、ご自宅で生活されている方をバックアップするサービスです。

（介護予防）認知症対応型通所介護計画に沿って、送迎・食事の提供・入
浴介助を行います。また、機能訓練・レクリエーション・その他必要な介助等
を行います。



介護保険３割負担の方はこちら

　（介護予防）認知症対応型通所介護（共用型） グループホームなずな
グループホームなでしこ
グループホームなな草

利用定員・・・・・・・・・・・・・グループホームなずな、グループホームなでしこ　6名

グループホームなな草　3名
営業日・・・・・・・・・・・・・・・月曜日～日曜日の毎日

営業時間・・・・・・・・・・・・・午前9時～午後5時（延長の対応もあります。）
サービス内容・・・・・・

実施区域・・・・・・・・・・・・・・・鶴岡市
○ 利用料金 （単位：円）

3時間以上

4時間未満

4時間以上

5時間未満

5時間以上

6時間未満

6時間以上

7時間未満

7時間以上

8時間未満

8時間以上

9時間未満

要支援1 741 777 1,236 1,269 1,449 1,497
要支援2 783 819 1,305 1,338 1,536 1,584
要介護１ 798 834 1,332 1,368 1,566 1,617
要介護2 828 867 1,377 1,413 1,623 1,674
要介護３ 855 894 1,428 1,464 1,677 1,731
要介護4 882 924 1,476 1,515 1,731 1,788
要介護5 912 954 1,527 1,563 1,791 1,851

○ ご利用時間の延長・送迎について

○ その他の加算について
①入浴介助加算（Ⅰ）：120円、又は（Ⅱ）：165円

③若年性認知症利用者受入加算：1日180円　　　　④個別機能訓練加算：１日81円

⑤介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：1か月の介護サービス費の利用合計金額×10.4％

⑥介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）：1か月の介護サービス費の利用合計金額×3.1％（なでしこ

　  ・なな草）、同加算（Ⅱ）：1か月の介護サービス費の利用合計金額×2.4％（なずな）

⑦介護職員等ベースアップ等支援加算：1ケ月の介護サービス費の利用合計金額×2.3％

⑧豪雪地帯（鶴岡市）：1か月の基本料金の5％

○ その他の費用について

○ ご利用中止等について
①　風邪、病気の際は、サービスの提供をお断りすることがあります。
②　当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービス内容の変更又は中止することがあ
　　 ります。
③　ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、かかりつけ
　　 医師に連絡を取るなど必要な措置を講じます。

①延長対応の場合は延長時間により利用料金が加算されます。
  　 9時間以上10時間未満の場合：150円　　　　　　　　 10時間以上11時間未満の場合：300円

　　11時間以上12時間未満の場合：450円　　　　　　　  12時間以上13時間未満の場合：600円

　　13時間以上14時間未満の場合：750円

②送迎時に実施した居宅内介助等を30分以内で所要時間に含めます。

③送迎を行わない場合は片道につき141円減額します。

①食費は、１食あたり、朝350円、昼650円、夕500円です。

②おむつ代は自己負担となります。

③特別な行事等にかかる費用は、自己負担となります。

R4.10.1改正

　認知症がありながら、ご自宅で生活されている方をバックアップするサービスです。

（介護予防）認知症対応型通所介護計画に沿って、送迎・食事の提供・入
浴介助を行います。また、機能訓練・レクリエーション・その他必要な介助等
を行います。

②サービス提供体制強化加算（Ⅰ）：1日66円（なでしこ・なな草）/同加算（Ⅲ）1日18円（なずな）


